
金沢市老人福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成24年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第30号
金沢市老人福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市老人福祉センター条例施行規則 (昭和44年規則第41号) の一部を次のように改正する｡

第２条中 ｢以下 ｢センター｣ という｣ を ｢農園を除く｣ に改める｡

第３条中 ｢センターを｣ を ｢金沢市老人福祉センター (農園を除く｡) を｣ に､ ｢センターの｣ を ｢金沢市老人福祉

センター (以下 ｢センター｣ という｡) の｣ に改め､ 同条の次に次の１条を加える｡

(農園の使用に係る公募等)

第３条の２ 市長は､ 農園を使用することができる者 (以下 ｢使用予定者｣ という｡) を新聞､ インターネット､ 掲

示その他の方法による公募により決定するものとする｡

２ 市長は､ 前項の公募による応募者の数が募集した農園の区画数を超えるときは､ 抽せんその他公正な方法により

使用予定者を決定するものとする｡

３ 第１項の規定にかかわらず､ 市長は､ 同項の規定により使用予定者を決定した場合において､ 農園の区画に当該

使用予定者の使用に供しない区画があるときは､ 同項の公募によらないで､ 当該区画に係る使用予定者を決定する

ことができる｡

第４条中 ｢条例第８条の別表に定める特別室を使用する｣ を ｢特別室を使用しようとする｣ に､ ｢金沢市老人福祉

センター特別室使用許可書｣ を ｢金沢市老人福祉センター使用承認書｣ に改め､ 同条の次に次の３条を加える｡

(農園の使用の申請)

第４条の２ 農園を使用しようとするときは､ 金沢市老人福祉センター農園使用申請書 (様式第７号) を市長に提出

し､ 金沢市老人福祉センター農園使用承認書 (様式第８号) の交付を受けなければならない｡

(使用料の減免)

第４条の３ 条例第８条の２の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は､ 金沢市老人福祉センター使用料減

免申請書 (様式第９号) により､ 市長に申請しなければならない｡

(原状回復等)

第４条の４ センターの使用の承認を受けた者 (以下 ｢使用者｣ という｡) は､ その使用を終えたときは､ 直ちにセ

ンターの設備等を原状に復さなければならない｡

２ 農園の使用者は､ 適正にその管理をしなければならない｡

第６条中 ｢様式第７号｣ を ｢様式第10号｣ に改める｡

様式第６号を次のように改める｡
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様式第６号 (第４条関係)

様式第７号中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改め､ 同様式を様式第10号とし､ 様式第６号の次に次の３様式を加える｡

様式第７号 (第４条の２関係)

様式第８号 (第４条の２関係)
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年 月 日

申請者 住所

氏名 様

金沢市長 印�
金沢市老人福祉センター特別室使用承認書

年 月 日付けで申請のあった特別室の使用については､ 次のとおり承認します｡

(注) 本書は､ 必ずセンターの受付へ提示してください｡

使 用 日 時 月 日 午前・午後 時から 時まで

使 用 予 定 人 員 人

使 用 特 別 室 名

承 認 番 号 第 号 使 用 料 円

金沢市老人福祉センター農園使用申請書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

申請者 住所

氏名

金沢市老人福祉センターの農園を使用したいので､ 次のとおり申請します｡

使 用 期 間

栽 培 予 定 作 物

備 考

年 月 日

申請者 住所

氏名 様

金沢市長 印�
金沢市老人福祉センター農園使用承認書

年 月 日付けで申請のあった農園の使用については､ 次のとおり承認します｡

使 用 期 間

栽 培 予 定 の 作 物

使 用 の 条 件

承 認 番 号 第 号 使 用 料 円



様式第９号 (第４条の３関係)

附 則

この規則は､ 平成24年４月１日から施行する｡

金沢市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成24年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第31号
金沢市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則

金沢市老人福祉法施行細則 (平成８年規則第65号) の一部を次のように改正する｡

第12条を第13条とし､ 第11条の次に次の１条を加える｡

(有料老人ホームの設置届等)

第12条 法第29条第１項の規定による設置の届出は､ 有料老人ホーム設置届 (様式第17号) によるものとする｡

２ 法第29条第２項の規定による変更の届出は､ 有料老人ホーム変更届 (様式第18号) によるものとする｡

３ 法第29条第３項の規定による廃止又は休止の届出は､ 有料老人ホーム廃止 (休止) 届 (様式第19号) によるもの

とする｡

様式第16号の次に次の３様式を加える｡

様式第17号 (第12条関係)

有料老人ホーム設置届

年 月 日

(宛先) 金沢市長

所在地

名称

代表者氏名 �
老人福祉法第29条第１項の規定による有料老人ホームの設置について､ 次のとおり届け出ます｡

１ 施設の名称及び設置予定地

２ 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地

３ 条例､ 定款その他の基本約款

４ 事業開始予定年月日

５ 施設の管理者の氏名及び住所

６ 施設において供与される便宜の内容

７ 建物の規模及び構造並びに施設の概要
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金沢市老人福祉センター使用料減免申請書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

申請者 住所

氏名 �
申請者本人が署名する場合は､( )押印を省略できます｡

金沢市老人福祉センターの使用料の減免を受けたいので､ 次のとおり申請します｡

使用の日時 ( 期間 )

使 用 す る 施 設

使 用 料 の 額

減 免 申 請 額

申 請 の 理 由



８ 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第６条第１項の確認を受けたことを証する書類

９ 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書

10 施設の運営の方針

11 入居定員及び居室数

12 市場調査などによる入居者の見込み

13 職員の配置の計画

14 利用料その他の入居者の費用負担の額

15 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは､ 当該定めの内容並びに返還金の支払を

担保するための措置の有無及び当該措置の内容

16 入居契約に損害賠償額の予定 (違約金を含む｡) に関する定めがあるときは､ その内容

17 医療施設との連携の内容

18 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法

19 長期の収支計画

20 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対して交付して､ 施設において供与される便宜の内容､ 費用負

担の額その他入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

様式第18号 (第12条関係)

有料老人ホーム変更届

年 月 日

(宛先) 金沢市長

所在地

名称

代表者氏名 �
年 月 日付けで届け出た有料老人ホームの事項の変更について､ 老人福祉法第29条第２項の規定により､ 次の

とおり届け出ます｡

１ 施設の名称及び所在地

２ 設置届出年月日

３ 変更事項

４ 変更年月日

５ 変更の理由

様式第19号 (第12条関係)

有料老人ホーム廃止 (休止) 届

年 月 日

(宛先) 金沢市長

所在地

名称

代表者氏名 �
年 月 日付けで届け出た有料老人ホームの廃止 (休止) について､ 老人福祉法第29条第３項の規定により､

次のとおり届け出ます｡

１ 施設の名称及び所在地

２ 廃止年月日

[休止期間 年 月 日から]

(休止期間)

[休止期間 年 月 日まで]

３ 廃止 (休止) の理由
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４ 現に便宜を受け､ 又は入居している者に対する措置

附 則

この規則は､ 平成24年４月１日から施行する｡

金沢市障害児通園施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成24年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第32号
金沢市障害児通園施設条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市障害児通園施設条例施行規則 (昭和53年規則第12号) の一部を次のように改正する｡

第３条中 ｢入所児童｣ を ｢金沢市障害児通園施設ひまわり教室(以下 ｢ひまわり教室｣ という｡ )に入所している児

童 (条例第４条に規定する特例児童 (以下 ｢特例児童｣ という｡) を含む｡ 以下同じ｡) ｣ に改め､ 同条に次の１号を

加える｡� 前各号に掲げるもののほか､ 知識技能を習得させ､ 生活能力を向上させ､ 又は社会との交流を促進させること｡

第４条第１項を次のように改める｡

ひまわり教室に入所しようとする児童 (特例児童を除く｡ 以下この条において同じ｡) の保護者及び特例児童は､

入所申請書 (様式第１号) を市長に提出しなければならない｡ この場合において､ 当該児童の保護者及び特例児童

は､ 児童福祉法 (昭和22年法律第164号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第21条の５の７第９項 (法第21条の５の13第２項の

規定により適用される場合を含む｡) に規定する通所受給者証を提示しなければならない｡

第４条第２項中 ｢保護者｣ を ｢児童の保護者又は特例児童｣ に改める｡

第５条中 ｢入所児童｣ を ｢ひまわり教室に入所している児童｣ に､ ｢その児童の保護者｣ を ｢当該児童 (特例児童

を除く｡) の保護者及び特例児童｣ に改める｡

様式第１号中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢保護者｣ を ｢申請者｣ に､

改める｡

様式第２号中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢保護者｣ を ｢届出者｣ に､

改める｡

附 則
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｢

を

｣

入所申請書

金沢市障害児通園施設ひまわり教室に入所させたいので申請します｡

｢

に

｣

入所申請書

金沢市障害児通園施設ひまわり教室に
入所させたい

入所したい
ので申請します｡

｢

を

｣

退 所 届

下記の理由により退所したいので､ 届け出ます｡

｢

に

｣

退 所 届

下記の理由により
退所させたい

退所したい
ので届け出ます｡



この規則は､ 平成24年４月１日から施行する｡

金沢市障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成24年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第33号
金沢市障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則

金沢市障害者自立支援法施行細則 (平成18年規則第42号) の一部を次のように改正する｡

第４条中 ｢第20条第２項｣ の次に ｢ (法第51条の６第２項において準用する場合を含む｡) ｣ を加える｡

第９条中 ｢第22条第５項｣ を ｢第22条第８項｣ に改める｡

第11条 (見出しを含む｡) 中 ｢介護給付費等支給申請内容変更届｣ を ｢介護給付費等支給申請内容変更届出書｣ に

改める｡

第12条 (見出しを含む｡) 中 ｢受給者証再交付申請書｣ を ｢障害福祉サービス受給者証等再交付申請書｣ に改める｡

第13条第２項を次のように改める｡

２ 法第30条第１項第１号の規定により支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は､ １月につき､ 同一の

月に受けた同条第３項第１号に定める額を合計した額から､ 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情

をしん酌して令で定める額 (令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは､ 当該相当

する額) を控除して得た額とする｡

第14条から第16条までを次のように改める｡

第14条から第16条まで 削除

第19条を次のように改める｡

(指定障害福祉サービス事業所等指定申請書)

第19条 法第36条第１項､ 第38条第１項及び第41条第１項の規定による申請は､ 指定障害福祉サービス事業所等指定

申請書 (様式第８号) によるものとする｡

２ 法第36条第１項､ 第38条第１項及び第41条第１項の規定により指定を受けた者は､ その旨を当該指定に係る事業

所の見やすい場所に表示するものとする｡

第19条の次に次の16条を加える｡

(特定障害福祉サービス事業所等変更指定申請書)

第19条の２ 法第37条第１項及び第39条第１項の規定による申請は､ 特定障害福祉サービス事業所等変更指定申請書

(様式第９号) によるものとする｡

(指定障害福祉サービス事業所等変更届出書等)

第19条の３ 法第46条第１項の規定による変更の届出及び同条第３項の規定による届出は､ 指定障害福祉サービス事

業所等変更届出書 (様式第10号) によるものとする｡

２ 法第46条第１項の規定による再開の届出及び同条第２項の規定による届出は､ 廃止・休止・再開届出書 (様式第

11号) によるものとする｡

(指定辞退届出書)

第19条の４ 法第47条の規定による辞退は､ 指定障害者支援施設指定辞退届出書 (様式第11号の２) によるものとす

る｡

(指定障害福祉サービス事業所等の指定等の公示)

第19条の５ 法第51条の規定による公示は､ 同条各号の指定等に係る指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支

援施設に関する次の各号に掲げる事項について行うものとする｡� 事業者の名称及び主たる事務所の所在地� 事業所又は施設の名称及び所在地� 指定､ 廃止若しくは指定の辞退又は指定の取消しに係る障害福祉サービスの種類� 指定､ 廃止若しくは指定の辞退又は指定の取消しの年月日� 主たる対象者� 事業所番号� その他市長が必要があると認める事項
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(地域相談支援給付決定に係る申請書)

第19条の６ 法第51条の６第１項の規定による申請は､ 介護給付費等支給申請書 (様式第１号) によるものとする｡

(地域相談支援受給者証)

第19条の７ 法第51条の７第８項の地域相談支援受給者証の様式は､ 様式第11号の３のとおりとする｡

(地域相談支援給付決定の変更に係る申請書)

第19条の８ 法第51条の９第１項の規定による申請は､ 介護給付費等支給決定変更申請書 (様式第４号) によるもの

とする｡

(地域相談支援給付申請内容の変更に係る届出書)

第19条の９ 令第26条の７の規定による届出は､ 介護給付費等支給申請内容変更届出書 (様式第５号) によるものと

する｡

(地域相談支援受給者証の再交付に係る申請書)

第19条の10 令第26条の８の規定による申請は､ 受給者証等再交付申請書 (様式第６号) によるものとする｡

(特例地域相談支援給付費の支給)

第19条の11 省令第34条の53第１項の申請書の様式は､ 特例介護給付費等支給申請書 (様式第７号) のとおりとする｡

２ 法第51条の15第１項の規定により支給する特例地域相談支援給付費の額は､ 法第51条の14第３項の厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは､ 当

該現に指定地域相談支援に要した費用の額) とする｡

(計画相談支援給付費支給申請書)

第19条の12 省令第34条の54第１項の規定による申請書の様式は､ 計画相談支援給付費支給申請書 (様式第11号の４)

のとおりとする｡

(指定一般相談支援事業所等の指定に係る申請書)

第19条の13 法第51条の19第１項､ 第51条の20第１項及び第51条の21第１項の規定による申請は､ 指定障害福祉サー

ビス事業所等指定申請書 (様式第８号) によるものとする｡

２ 法第51条の19第１項､ 第51条の20第１項及び第51条の21第１項の規定により指定を受けた者は､ その旨を当該指

定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする｡

(指定一般相談支援事業所等の申請の内容変更に係る届出書等)

第19条の14 法第51条の25第１項及び第３項の規定による変更の届出は､ 指定障害福祉サービス事業所等変更届出書

(様式第10号) によるものとする｡

２ 法第51条の25第１項及び第３項の規定による再開の届出並びに同条第２項及び第４項の規定による届出は､ 廃止・

休止・再開届出書 (様式第11号) によるものとする｡

(指定一般相談支援事業所等の指定等の公示)

第19条の15 法第51条の30の規定による公示は､ 同条第１項各号及び第２項各号の指定等に係る指定一般相談支援事

業所又は指定特定相談支援事業所に関する次の各号に掲げる事項について行うものとする｡� 事業者の名称及び主たる事務所の所在地� 事業所の名称及び所在地� 指定､ 廃止又は指定の取消しに係る相談支援の種類� 指定､ 廃止又は指定の取消しの年月日� 主たる対象者� 事業所番号� その他市長が必要と認める事項

(指定相談支援事業者の業務管理体制届出書等)

第19条の16 法第51条の31第２項及び第４項の規定による届出は､ 業務管理体制整備等届出書 (様式第11号の５) に

よるものとする｡

２ 法第51条の31第３項の規定による届出は､ 業務管理体制に係る届出事項の変更届出書 (様式第11号の６) による

ものとする｡

(高額障害福祉サービス等給付費支給申請書)

第19条の17 省令第65条の９の２第１項の申請書の様式は､ 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 (様式第11号

の７) のとおりとする｡
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第28条中 ｢措置等｣ を ｢指定等｣ に改める｡

様式第１号中 ｢第17条関係｣ を ｢第17条､ 第19条の６関係｣ に､ ｢介護給付費等 (訓練等給付費・特定障害者特別

給付費・療養介護医療費)｣ を ｢介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支

援給付費｣ に､ ｢フリガナ｣ を ｢ふりがな｣ に､

｢サービス利用計画｣ を ｢サービス等利用計画｣ に､ ｢指定相談支援事業者､ 障害福祉サービス事業者､ 障害者支援施

設｣ を ｢指定特定相談支援事業者､ 指定障害福祉サービス事業者､ 指定障害者支援施設若しくは指定一般相談支援事

業者｣ に､ ｢ (旧法指定施設を除く｡) ｣ を ｢又は精神科病院 (精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているも

のを含む｡) に入院している者が地域移行支援｣ に､ ｢介護給付費の対象となる入所施設 (障害者支援施設､ 特定旧法

指定施設)｣ を ｢指定障害者支援施設｣ に改める｡

様式第２号その１ (表) 中 ｢第20条第２項前段｣ の次に ｢ (同法第51条の６第２項において準用する場合を含

む｡) ｣ を加え､ 同その１ (裏) 中 ｢第20条｣ の次に ｢及び第51条の６｣ を加え､ 同様式その２ (表) 中 ｢第20条第

２項後段｣ の次に ｢ (同法第51条の６第２項において準用する場合を含む｡) ｣ を加え､ 同その２ (裏) 中 ｢第20条｣

の次に ｢及び第51条の６｣ を加える｡

様式第３号中 ｢フリガナ｣ を ｢ふりがな｣ に､
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｢

を

｣

□行動援護

□児童デイサービス

｢
に
｣

□行動援護

｢

を

｣

旧
法
施
設
支
援

□旧身体障害者更生施設 (入所・通
所)

□旧身体障害者療護施設 (入所・
通所)

□旧身体障害者授産施設 (入所・通
所)

□旧知的障害者更生施設 (入所・
通所)

□旧知的障害者授産施設 (入所・通
所)

□旧知的障害者通勤寮

｢

に

｣

地
域
相
談
支
援

□地域移行支援

□地域定着支援

｢

を

｣

旧 法 施 設 支 援

サービス種類

支給量等

支給決定期間 年 月 日 から 年 月 日 まで

サービス種別

支給量等

支給決定期間 年 月 日 から 年 月 日 まで

｢

に

｣

､

､

､



様式第４号中 ｢ (第10条関係) ｣ を ｢ (第10条､ 第19条の８関係) ｣ に､ ｢フリガナ｣ を ｢ふりがな｣ に､

改め､ ｢ (旧法指定施設を除く｡) ｣ を削り､ ｢介護給付費の対象となる入所施設 (障害者支援施設､ 特定旧法指定施

設) ｣ を ｢指定障害者支援施設｣ に改める｡

様式第５号中 ｢ (第11条関係) ｣ を ｢ (第11条､ 第19条の９関係) ｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改める｡

様式第６号中 ｢ (第12条関係) ｣ を ｢ (第12条､ 第19条の10関係) ｣ に､ ｢障害福祉サービス受給者証再交付申請
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｢

を

｣

サービス利用計画費の支給決定内容

支給期間 年 月 日 から 年 月 日 まで

指定相談支援事業所名

指定相談支援事業所名

予備欄

特定障害者特別給付費の支給内容

施設入所支援又は旧法支援施設

｢

に

｣

計画相談支援給付費の支給内容

支給期間 年 月 日 から 年 月 日 まで

指定特定相談支援事業所名

モニタリング期間

予備欄

特定障害者特別給付費の支給内容

施設入所支援

｢

を

｣

利用者負担に関する事項

利用者負担割合 (原則) １割 負担上限月額

｢

に

｣

利用者負担に関する事項

負担上限月額

｢

を

｣

□行動援護

□児童デイサービス

｢
に
｣

□行動援護

｢

を

｣

□施設入所支援

旧
法
施
設
支
援

□身体障害者更生施設 (入所・通所) □身体障害者療護施設 (入所・通

所)

□身体障害者授産施設 (入所・通所) □知的障害者更生施設 (入所・通

所)

□知的障害者授産施設 (入所・通所) □知的障害者通勤寮

｢
に
｣

□施設入所支援

､

､

､



書｣ を ｢障害福祉サービス受給者証等再交付申請書｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､

様式第７号中 ｢第18条関係｣ を ｢第18条､ 第19条の11関係｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢特例介護給付費等 (特

例訓練等給付費・特定特例障害者特別給付費) ｣ を ｢特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付

様式第８号から様式第11号までを次のように改める｡
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｢

｣

を

｢

｣

に改める｡障害福祉サービス受給者証
障害福祉サービス受給者証

地域相談支援受給者証

費・特例地域相談支援給付費｣ に､

｢

｣

を

｢

｣

に､
フリガナ

申請者氏名

ふりがな

申請者氏名

｢

｣

を

｢

｣

に､

受給者証番号 受給者証番号

地域相談支援受給者証番号

｢

を

｣

特例介護給付費 (特例訓練等給付費・特例特定障

害者特別給付費) 請求額
円

｢

に

｣

特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障

害者特別給付費・特例地域相談支援給付費請求額
円

｢

｣

を

｢

｣

に､
フリガナ

支給決定に係る障害児氏名

ふりがな

支給決定に係る障害児氏名

｢

を

｣

口
座
振
替
依
頼
欄

銀行

信用金庫

信用組合

本店

支店

出張所

預金種別 １ 普通 ２ 当座 ３ その他

口 座 番 号

金融機関コード 店舗コード

フ リ ガ ナ

口座名義人

｢

に

｣

口
座
振
替
依
頼
欄

銀行

信用金庫

信用組合

本店

支店

出張所

預金種別 １ 普通 ２ 当座 ３ その他

口 座 番 号

金融機関コード 店舗コード

フ リ ガ ナ

口座名義人

｢

｣

を

｢

｣

に改める｡
フリガナ

氏 名

ふりがな

氏 名

､

､



様式第８号 (第19条､ 第19条の13関係)
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指定障害福祉サービス事業所等指定申請書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

申請者 所在地

(設置者) 名称

代表者 �
障害者自立支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所・

指定特定相談支援事業所の指定を受けたいので､ 関係書類を添えて､ 次のとおり申請します｡

事業所 (施設) 所在地

市町村番号

申請者

(設置

者)

ふりがな

名 称

主たる事務所

の所在地

法人である場合

その種別
法人所轄庁

連 絡 先

代表者の職・氏名
職
名

ふりがな

氏 名

代表者の住所

指定を

受けよ

うとす

る事業

所・施

設の種

類

ふりがな

名 称

事業所 (施設)

の所在地

同一所在地において

行う事業等の種類
実施事業

指定申請をする事業等

の事業開始予定年月日
様式 備 考

指定障害福祉サ

ービス事業所

他の法律の規定により､

既に事業等の指定等を

受けている場合は､ そ

の事業所 (施設) 番号

等を下欄に記載してく

ださい｡

指定障害者

支援施設

指定一般相談

支援事業所

指定特定相談

支援事業所

法律の名称 事業等の種類 指定年月日 事業所番号

年 月 日

年 月 日

年 月 日



様式第９号 (第19条の２関係)
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備考

１ 事業所 (施設) 所在地市町村番号欄には記載しないでください｡

２ 法人である場合その種別の欄には､ 申請者が法人である場合に､ ｢社会福祉法人｣､ ｢医療法人｣､ ｢一般社

団法人｣､ ｢一般財団法人｣､ ｢公益社団法人｣､ ｢公益財団法人｣､ ｢株式会社｣ 等の別を記載してください｡

３ 法人所轄庁の欄には､ 申請者が認可法人である場合に､ その主務官庁の名称を記載してください｡

４ 同一所在地において行う事業等の種類欄には､ 今回申請をするもの及び既に指定を受けているものについ

て事業の種類を記載し､ 該当する欄には ｢○｣ を記載してください｡

特定障害福祉サービス事業所等指定申請書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

申請者 所在地

(設置者) 名称

代表者 �
障害者自立支援法に規定する特定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設の変更指定を受けたいので､

関係書類を添えて､ 次のとおり申請します｡

事業所 (施設) 所在地

市町村番号

申請者

(設置

者)

ふりがな

名 称

主たる事務所

の所在地

法人である場合

その種別
法人所轄庁

連 絡 先

代表者の職・氏名
職
名

ふりがな

氏 名

代表者の住所

変更指

定を受

けよう

とする

事業所

・施設

の種類

ふりがな

名 称

事業所 (施設)

の所在地

同一所在地において

行う事業等の種類
実施事業

指定申請をする事業等

の事業開始予定年月日
様式 備 考

特定障害福祉サ

ービス事業所

他の法律の規定により､

既に事業等の指定等を

受けている場合は､ そ

の事業所 (施設) 番号

等を下欄に記載してく

ださい｡

指定障害者

支援施設

備 考



様式第10号 (第19条の３､ 第19条の14関係)
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備考

１ 事業所 (施設) 所在地市町村番号欄には記載しないでください｡

２ 法人である場合その種別の欄には､ 申請者が法人である場合に､ ｢社会福祉法人｣､ ｢医療法人｣､ ｢一般社

団法人｣､ ｢一般財団法人｣､ ｢公益社団法人｣､ ｢公益財団法人｣､ ｢株式会社｣ 等の別を記載してください｡

３ 法人所轄庁の欄には､ 申請者が認可法人である場合に､ その主務官庁の名称を記載してください｡

４ 同一所在地において行う事業等の種類欄には､ 今回申請をするもの及び既に指定を受けているものについ

て事業の種類を記載し､ 該当する欄には ｢○｣ を記載してください｡

法律の名称 事業等の種類 指定年月日 事業所番号

年 月 日

年 月 日

年 月 日

指定障害福祉サービス事業所等変更届出書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

届出者 所在地

名称

代表者 �
次のとおり指定を受けた内容を変更したので届け出ます｡

備考

１ 変更内容が分かる書類を添付してください｡

２ 変更の日から10日以内に届け出てください｡

事業所番号

指定内容を変更した事業所 (施設)

名 称

所 在 地

サービスの種類

変更があった事項 変更の内容

(変更前)

(変更後)

変更年月日 年 月 日



様式第11号 (第19条の３､ 第19条の14関係)

様式第11号の次に次の７様式を加える｡

様式第11号の２ (第19条の４関係)
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廃止・休止・再開届出書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

届出者 所在地

名称

代表者 �
次のとおり事業の廃止・休止・再開をしたので届け出ます｡

備考
１ 事業の再開に係る届出にあっては､ 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場
合には､ 勤務体制・形態一覧表を添付してください｡
２ 再開の日から10日以内に届け出てください｡
３ 廃止・休止の日の１月前までに届け出てください｡

事業所番号

廃止・休止・再開する事業所

名 称

所 在 地

指定障害福祉サービス､

指定地域相談支援及び指

定計画相談支援の種類

廃止・休止・再開した年月日 年 月 日

廃止・休止した理由

現に指定障害福祉サービス､ 指定地域相談支援又は指

定計画相談支援を受けていた者に対する措置

(廃止・休止した場合のみ)

休止予定期間 年 月 日～ 年 月 日

指定障害者支援施設指定辞退届出書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

届出者 所在地

名称

代表者 �
次のとおり指定を辞退したいので届け出ます｡

備考 指定を辞退する日の３月前までに届け出てください｡

事業所番号

指定を辞退する施設

名 称

所 在 地

指定障害福祉サービス

指定を受けた年月日 年 月 日

指定を辞退する年月日 年 月 日

指定を辞退する理由

現に施設に入所している者に対する措置



様式第11号の13 (第19条の７関係)

様式第11号の４ (第19条の12関係)
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(一) (二) (三)

地域相談支援受給者証 地域相談支援給付費の給付決定内容 計画相談支援給付費の支給内容

受給者証番号

地域相談支

援の種類
支給期間

年 月 日から

年 月 日まで

地域相談支援給

付決定障害者

居
住
地

ふ
り
が
な

地域相談支

援給付量等

指定特定相談支援事業所名

氏

名

地域相談支援

給付決定期間

年 月 日から

年 月 日まで

モニタリング期間

生
年
月
日

年 月 日
地域相談支

援の種類

予備欄

障害種別 １ ２ ３
地域相談支

援給付量等

交付年月日 年 月 日

地域相談支援

給付決定期間

年 月 日から

年 月 日まで

予備欄

支給市町村名及び印

計画相談支援給付費支給申請書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

障害者自立支援法に規定する計画相談支援給付費の支給を受けたいので､ 次のとおり申請します｡

備考 該当する□の中にレ印を付けてください｡

申請書提出者 □申請者本人 □申請者本人以外 (下の欄に記入)

ふ り が な
申請者との関係

氏 名

住 所

申
請
者

ふりがな
生年月日 年 月 日

氏 名 �
居 住 地

ふりがな
生年月日 年 月 日

支給申請に係

る障害児氏名 続 柄



様式第11号の５ (第19条の16関係)
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業務管理体制整備等届出書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

届出者 所在地

名称

代表者氏名 �
障害者自立支援法に規定する業務管理体制の整備・区分の変更について届け出ます｡

備考 法人の種別欄には､ 申請者が法人である場合に､ ｢社会福祉法人｣､ ｢医療法人｣､ ｢一般社団法人｣､ ｢一般

財団法人｣､ ｢公益社団法人｣､ ｢公益財団法人｣､ ｢株式会社｣ 等の別を記載してください｡

事業所番号

届出種

別

整 備

区分の変更

事業者

ふりがな

名 称

主たる事務所

の所在地

連 絡 先

法人の種別

代表者の

職・氏名

職
名

ふりがな
生年月日 年 月 日

氏名

代表者の住所

届出内

容

ふりがな

指定年月日 年 月 日事業所 (施設)

の名称

事業所 (施設)

の所在地

事業所番号

事業所数 合計 箇所

届出事項

区分変更

区分変更前行政機関名称及び担当部局名等

区分変更後行政機関名称及び担当部局名等

事業所番号

区分変更の理由

区分変更日



様式第11号の６ (第19条の16関係)

様式第11号の７ (第19条の17関係)

平成24年(2012年)３月31日 号外第 12 号の６ 金 沢 市 公 報

― 17 ―

業務管理体制に係る届出事項の変更届出書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

届出者 所在地

名称

代表者 �
次のとおり業務管理体制に係る届出事項を変更しましたので､ 届け出ます｡

備考 変更内容が分かる書類を添付してください｡

事業所番号

変更があった事項 変更の内容

(変更前)

(変更後)

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けたいので､ 関係書類を添えて､ 次のとおり申請します｡

ふりがな
①障害者自立支援法 ②児童福祉法 ③介護保険法

申請者氏名 � 制 度 受給者証番号又は被保険者証番号

生年月日 年 月 日

居 住 地

ふりがな 続 柄

支給決定に係

る障害児氏名
生年月日 年 月 日

サービス利用月の世帯にお

ける対象費用の支払合計額 申請に係るサ

ービス利用月
年 月分

サービス利用月の申請者

の対象費用の支払合計額



附 則

１ この規則は､ 平成24年４月１日から施行する｡

２ この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市障害者自立支援法施行細則の規定による障害福祉サービス受

給者証は､ 改正後の金沢市障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず､ なお効力を有する｡

金沢市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成24年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第34号
金沢市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則の一部を改正する規則

金沢市基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の登録等に関する規則 (平成15年規則第８号) の一部を次のよう

に改正する｡

第３条第１項中 ｢第５条第18項第２号｣ を ｢第５条第22項｣ に改め､ 同条第２項を次のように改める｡

２ 特例介護給付費等の額は､ １月につき､ 同一の月に受けた当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第３

項第２号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要

した費用 (特定費用 (法第29条第１項に規定する特定費用をいう｡) を除く｡) の額を超えるときは､ 当該現に基準

平成24年(2012年)３月31日 号外第 12 号の６ 金 沢 市 公 報
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(注１) 18歳以上 (入所施設利用者は､ 20歳以上) の障害者の ｢世帯｣ の範囲は､ ｢障害のある方及び同一の世

帯に属する配偶者｣ です｡

(注２) 申請者と同一世帯の他の支給決定障害者等全員分の申請書を併せて提出してください｡

高額障害福祉サービス等給付費を下記の口座に振り込んでください｡

備考 該当する□の中にレ印を付けてください｡

口
座
振
替
依
頼
欄

銀行

信用金庫

信用組合

本店

支店

出張所

金融機関コード 店舗コード 預金種別 口座番号

１ 普通 ２ 当座

３ その他

フリガナ

口座名義人

同一世帯

に属する

他の支給

決定障害

者等

氏 名 生年月日
①障害者自立支援法 ②児童福祉法 ③介護保険法

制 度 受給者証番号又は被保険者証番号

申請書提出者 □申請者本人 □申請者本人以外 (下の欄に記入)

ふ り が な
申請者との関係

氏 名

住 所



該当障害福祉サービスに要した費用の額とする｡ 以下 ｢特例介護給付費等基準額｣ という｡) を合計した額から､

当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して障害者自立支援法施行令 (平成18年政令第10号)

で定める額 (同令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは､ 当該相当する額) を控

除して得た額とする｡

第３条第７項を次のように改める｡

７ 基準該当事業者は､ 特例介護給付費等の支払に関して､ 法第30条第３項第２号の厚生労働大臣が定める基準並び

に法第43条第２項の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 (基準該当障害福祉サー

ビスの取り扱いに関する部分に限る｡) に照らして審査を受けるものとする｡

第３条中第９項を削り､ 第10項を第９項とし､ 第11項を第10項とする｡

第６条第１項中 ｢､ 児童デイサービス｣ を削る｡

第７条第３項中 ｢休止し､｣ を ｢若しくは休止しようとするとき｣ に改める｡

第８条第１号中 ｢指定障害福祉サービス基準省令で定める基準｣ を ｢法第43条第１項の条例で定める基準 (基準該

当障害福祉サービスの事業を行う者に関する部分に限る｡) ｣ に改め､ 同条第２号中 ｢指定障害福祉サービス基準省

令に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準｣ を ｢法第43条第２項の条例で定める指

定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 (基準該当障害福祉サービスの事業を行う者に関する部分に

限る｡) ｣ に改める｡

様式第４号中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢廃止 (休止・再開)｣ を ｢廃止・休止・再開｣ に､

改め､ 同様式の備考第２項中 ｢廃止・休止・再開｣ を ｢再開｣ に改め､ 同備考に次の１項を加える｡

３ 廃止・休止の日から１月前までに届け出てください｡

附 則

この規則は､ 平成24年４月１日から施行する｡
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｢
を
｣

基 準 該 当 事 業 所 番 号

｢
に
｣

基 準 該 当 事 業 所 番 号
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平成24年(2012年)３月31日 印刷 発行人 金 沢 市
平成24年(2012年)３月31日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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